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技 術 者 の 配 置 に つ い て

平成２１年９月３０日

県土整備部建設政策課

第第第第１１１１ 建設業法建設業法建設業法建設業法でででで求求求求められるめられるめられるめられる技術者等技術者等技術者等技術者等

１１１１ 営業所専任技術者営業所専任技術者営業所専任技術者営業所専任技術者【建設業法第７条第２号、第１５条第２号】

許可を受けようとする建設業ごとに、一定の要件を満たす技術者を営業所ごとに専任

で置かなければなりません。

営業所専任技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保す

るため、置かれる者であり、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者

をいい、事業主体と継続的な雇用関係を有し、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し

得るものでなければなりません。

２２２２ 建設工事建設工事建設工事建設工事のののの現場現場現場現場にににに配置配置配置配置すべきすべきすべきすべき技術者技術者技術者技術者

建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために、その請け

負った建設工事を施工する工事現場に、当該工事について一定の資格を有し、工事の施

工の技術上の管理を行う者（主任技術者又は監理技術者、以下「監理技術者等」という。）

を置かなければなりません。

（（（（１１１１））））主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者【建設業法第２６条第１項】

建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合は、元請・下請、請負金額に

係わらず、工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者

を配置しなければなりません。

（（（（２２２２））））監理技術者監理技術者監理技術者監理技術者【建設業法第２６条第２項】

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額

の合計が３,０００万円（建築一式工事の場合は４,５００万円）以上となる場合には、

特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しな

ければなりません。

（（（（３３３３））））工事現場工事現場工事現場工事現場ごとにごとにごとにごとに専任専任専任専任すべきすべきすべきすべき技術者技術者技術者技術者【建設業法第２６条第３項】

公共性のある工作物に関する重要な建設工事で工事１件の請負金額が２,５００万

円（建築一式工事の場合は５,０００万円）以上の場合に配置される監理技術者等は、

元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任の者でなくてはなりません。

「専任」とは、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれていなくてはならず、他

の工事現場の監理技術者等との兼務は特別な場合を除き認められません。
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◆建設業法における技術者制度
許可の種類 特定建設業

指定建設業 指定建設業以外 一般建設業

建 許可を受けている 土木、建築、管、鋼構造物、舗装、 （左以外の２１業種） ２８業種

設 種類 電気、造園

業 営業所における専 １級国家資格者（Ｃ） １級国家資格者（Ｃ） １級・２級国家

許 任の技術者の資格 国土交通大臣認定者（Ｅ） 指導監督的実務経験者（Ｄ） 資格者（Ｂ）

可 要件 実務経験者（Ａ）

元請工事における ３,０００万円 以上 ３,０００万円 未満 ３,０００万円 以上 ３,０００万円 未満 ３,０００万円以上は契

工 下請金額合計 注１） 注1) 注1) 注1) 注1) 約できない 注1)

事 工事現場に置くべ 監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者 主任技術者

現 き技術者

場 技術者の資格要件 １級国家資格者 １級・２級国家 １級国家資格者 １級・２級国家 １級・２級国家

の （Ｃ） 資格者（Ｂ） （Ｃ） 資格者（Ｂ） 資格者（Ｂ）

技 国土交通大臣認 実務経験者（Ａ） 実務経験者（Ｄ） 実務経験者（Ａ） 実務経験者（Ａ）

術 定者（Ｅ）

者 技術者の専任 公共性のある工作物に関する建設工事で、請負金額が２,５００万円以上のとき必要 注２）

制 監理技術者資格者 国・地方公共団 不要 国・地方公共団 不要 不要

度 証及び監理技術者 体等が発注者で 体等が発注者で

講習受講の必要性 ある工事のとき ある工事のとき

必要 必要

注１）建築一式工事の場合は４,５００万円

注２）建築一式工事の場合は５,０００万円以上

◆営業所における専任技術者及び工事現場における監理技術者等の資格要件
営業所 工事現場 資格要件

一 専 １）実務経験者（Ａ）

般 任 主 ①高等学校（旧実業高校を含む。） 指定学科卒業後５年以上

建 の 任 ②高等専門学校（旧専門学校を含む。）指定学科卒業後３年以上

設 技 技 ③大学（旧大学を含む。） 指定学科卒業後３年以上

業 術 術 ④上記以外の学歴 １０年以上

に 者 者 の実務経験を有するもの

お ２）１、２級施工管理技士等の国家資格者（Ｂ）

け ３）１）と同等以上と認められるもの

る
指 １）１級施工管理技士等の国家資格者（Ｃ）

特 専 定 ２）主任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け

定 任 建 負い、その請負金額が４,５００万円以上（平成６年１２月２８日前の

建 の 監 設 工事については、３,０００万円以上、昭和５９年１０月１日前の工事

設 技 理 業 については、１,５００万円以上）のものに関して２年以上指導監督的

業 術 技 以 な実務経験を有するもの（Ｄ）

に 者 術 外 ３）１）又は２）と同等以上と認められるもの

お 者 １）１級施工管理技士等の国家資格者（Ｃ）

け 指 ２）国土交通大臣認定者（Ｅ）

る 定 特定の者について、建設大臣による特別講習を行い、認定者は１級国家

建 資格者と同等以上の者として認定されている。

設 ３）１）と同等以上と認められるもの

業
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（（（（４４４４））））専門技術者専門技術者専門技術者専門技術者【建設業法第２６条の２】

土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、一式工事の内容となる

専門工事を自ら施工する場合は、当該工事に関し主任技術者の資格を有する者（専

門技術者）を工事現場に置かなければなりません。

配置できない場合は、それぞれの専門工事に係る建設業許可を受けた建設業者に

当該建設工事を施工させなければなりません。

なお、この専門技術者は、要件が備わっていれば、一式工事の監理技術者等がこ

れを兼ねることができます。

また、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事

を自ら施工する場合は、当該工事に関する専門技術者を置かなければなりません。

（（（（５５５５））））主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者からからからから監理技術者監理技術者監理技術者監理技術者へのへのへのへの変更変更変更変更（監理技術者制度運用マニュアル）

当初は主任技術者を設置した工事で、工事内容の変更により、工事途中で下請契

約の請負代金の合計が３,０００万円（建築一式工事の場合は４,５００万円）以上

となった場合には、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者

に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

（（（（６６６６））））監理技術者等監理技術者等監理技術者等監理技術者等のののの途中変更途中変更途中変更途中変更（監理技術者制度運用マニュアル）

建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、監理技術者等の工

事途中の交代は原則認められませんが、監理技術者の死亡、傷病又は退職等、真に

やむを得ない場合のほか、下記の場合等が考えられます。

①受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生

し、工期が延期された場合

②橋梁、ポンプ、ゲートの工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現

場が移行する時点

③ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合

（（（（７７７７））））監理技術者等監理技術者等監理技術者等監理技術者等のののの雇用関係雇用関係雇用関係雇用関係

監理技術者等は所属建設業者と直接かつ恒常的な雇用関係にあることが必要で

す。

①①①①直接的直接的直接的直接的なななな雇用関係雇用関係雇用関係雇用関係のののの考考考考ええええ方方方方

監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関

する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在することをい

います。

したがって、在籍出向者、派遣社員は認められません。

②②②②恒常的恒常的恒常的恒常的なななな雇用関係雇用関係雇用関係雇用関係のののの考考考考ええええ方方方方

一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上勤務に従事するこ

とが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力

を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設

業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等
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の業務を行うことが必要です。

特に、国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負

う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあっ

た日（指名競争入札に付す場合にあって入札の申込を伴わないものにあっては、入

札の執行日、随意契約による場合にあっては、見積書の提出のあった日）以前に三

ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。

（（（（８８８８））））現場代理人現場代理人現場代理人現場代理人【建設業法第１９条の２第１項】

建設業法では、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合にその権

限の範囲等を相手方に通知すべきことを規定していますが、資格等については、限

定されていません。

工事請負契約約款【第１０条第２項】

現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締

りを行うほか、工事代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第１２条第１項

の請求の受理、同上第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を

除き、この契約の乙の一切の権限を行使することができる。

３３３３ 特例特例特例特例のののの取扱取扱取扱取扱

（（（（１１１１））））営業所専任技術者営業所専任技術者営業所専任技術者営業所専任技術者がががが非専任非専任非専任非専任のののの現場配置技術者現場配置技術者現場配置技術者現場配置技術者となることができるとなることができるとなることができるとなることができる場合場合場合場合

【岐阜県の取扱】

下記通知の「近接」の定義として、「概ね半日程度で現場の職務を終え、営業所

へ帰着することができること」として取り扱うこととします。

【国総建第１８号平成１５年４月２１日国土交通省通知】

当該営業所において請負契約が締結された工事であって、工事現場の職務に従事

しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、

当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあるものについては、所属建設業者

と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理

技術者等となることができます。

（（（（２２２２））））現場現場現場現場にににに配置配置配置配置されたされたされたされた専任専任専任専任のののの主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者がががが他工事他工事他工事他工事のののの専任専任専任専任のののの主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者をををを兼務兼務兼務兼務できるできるできるできる場合場合場合場合

【岐阜県の取扱】

県工事における諸経費調整の対象として、工事区域の端部が道のりで５００ｍ未

満としていることから、諸経費調整対象の工事については、専任の主任技術者が兼

務可能として取り扱うこととします。

県発注工事と他の発注工事における専任の主任技術者の兼務についても、上記に

準じて判断することとします。

【建設業法施行令第２７条第２項】

公共性のある工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある二以上の工事を

同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は、同一の

専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。

ただし、専任の監理技術者には適用されません。
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（（（（３３３３））））現場代理人現場代理人現場代理人現場代理人のののの兼務兼務兼務兼務ができるができるができるができる場合場合場合場合

【岐阜県の取扱】

現場代理人については、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により工事現場

への常駐が義務付けられているが、下記の要件をすべて満たし、あらかじめ発注者

の承諾を得た場合においては、同一の現場代理人を２件の工事現場に配置できるも

のとする。ただし、発注者が常駐が必要と判断した場合は、この限りでない。

①２件の工事がともに県発注工事であること。

②２件の工事現場がともに同一土木事務所管内であること。

③２件の請負金額の合計が税込み２,５００万円未満であること。なお、契約

変更により、請負金額の合計が税込み２,５００万円以上となった場合は、

それぞれの工事に現場代理人を常駐させなければならない。

④直近２ヶ年度における県発注工事の当該工種に係る工事成績評定点の平均が

７０点以上であること。なお、直近２ヶ年度における受注実績が無い場合に

は、本要件を満たさないものとする。

第第第第２２２２ 入札時入札時入札時入札時におけるにおけるにおけるにおける配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者のののの確認確認確認確認についてについてについてについて

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年９９９９月月月月３０３０３０３０日技第日技第日技第日技第１１９９１１９９１１９９１１９９号通知号通知号通知号通知

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降にににに入札執行通知又入札執行通知又入札執行通知又入札執行通知又はははは入札公告入札公告入札公告入札公告をををを行行行行うものからうものからうものからうものから適用適用適用適用

１１１１ 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札（（（（価格競争価格競争価格競争価格競争））））におけるにおけるにおけるにおける配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者

岐阜県が発注する一般競争入札（価格競争）案件については、請負予定金額が１,

０００万円以上である場合は、「配置予定技術者名簿」により、配置予定技術者が営

業所や他の工事現場等の専任で無いことを確認します。（ただし、請負予定金額が１,

０００万円以上２,５００万円未満である場合、落札候補者によっては、一定の条件

のもとでは、専任を求めないことがありますので、詳しくは入札公告を確認してくだ

さい）

配置予定技術者は、以下の条件を満足するものでなくてはなりません。

（１）自社と直接的かつ恒常的な雇用関係があり、入札公告において示す現場施工に着

手する日から、工事完成後、検査が終了するまでの間、当該工事現場に専任で配置

できる技術者であること。

（２）入札公告において示す現場施工に着手する日において、

①営業所専任技術者でないこと

②他の工事に配置している技術者又は現場代理人でないこと

③他法令により専任が求められているもの（建築士事務所を管理する建築士等）

でないこと

確認の手法としては、入札参加資格の事後審査時に「配置予定技術者名簿」の提出

を求め確認します。

また、落札決定後、入札公告において示す現場施工に着手する日までに、何らかの

理由により、配置予定技術者名簿に記載した配置予定の技術者を配置できなくなった
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場合、入札参加資格を満たす他の技術者を配置できるのであれば、契約を継続します。

入札公告において示す現場施工に着手する日までに、入札参加資格を満たす他の技術

者を配置できない場合は、契約を解除します。この場合、岐阜県建設工事請負契約に

係る入札参加資格停止等措置要領に基づき参加資格の停止を行います。

２２２２ 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札（（（（総合評価落札方式総合評価落札方式総合評価落札方式総合評価落札方式））））におけるにおけるにおけるにおける配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者

開札の結果、請負予定金額が２,５００万円（建築一式工事は５,０００万円）以上

である場合は、「配置予定技術者名簿」により、配置予定技術者が営業所や他の工事

現場等の専任で無いことを確認します。

配置予定技術者は、以下の条件を満足するものでなくてはなりません。

（１）自社と直接的かつ恒常的な雇用関係があり、入札公告において示す現場施工に着

手する日から、工事完成後、検査が終了するまでの間、当該工事現場に専任で配置

できる技術者であること。

（２）入札公告において示す現場施工に着手する日において、

①営業所専任技術者でないこと

②他の工事に配置している技術者又は現場代理人でないこと

③他法令により専任が求められているもの（建築士事務所を管理する建築士等）

でないこと

なお、入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合は、３名まで

記入することができますが、その場合も、すべての技術者について入札参加資格を満

足する必要があります。ただし、技術評価おいては、そのうち保有資格、施工実績等

が一番低いと判断される者で評価します。

確認の手法としては、入札参加資格の事後審査時に「配置予定技術者名簿」の提出

を求め確認します。

また、落札決定後、何らかの理由により、入札公告において示す現場施工に着手す

る日までに、配置予定技術者名簿に記載した配置予定の技術者を配置できなくなった

場合、入札参加資格を満たし、かつ資料に記載した配置予定の技術者と同等以上の技

術評価となる他の技術者を配置できるのであれば、契約を継続します。入札公告にお

いて示す現場施工に着手する日までに、入札参加資格を満たし、かつ資料に記載した

配置予定の技術者と同等以上の技術評価となる他の技術者を配置できない場合は、契

約を解除します。この場合、岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置

要領に基づき参加資格の停止を行います。

３３３３ 指名競争入札指名競争入札指名競争入札指名競争入札におけるにおけるにおけるにおける配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者

開札の結果、請負予定金額が２,５００万円（建築一式工事は５,０００万円）以上

である場合は、落札決定を保留し、「配置予定技術者確認申請書」の提出を求め、配

置予定技術者が営業所や他の工事現場等の専任で無いことを確認します。

配置予定技術者は、以下の条件を満足するものでなくてはなりません。

（１）自社と直接的かつ恒常的な雇用関係があり、入札執行通知において示す現場施工

に着手する日から、工事完成後、検査が終了するまでの間、当該工事現場に専任で
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配置できる技術者であること。

（２）入札執行通知において示す現場施工に着手する日において

①営業所専任技術者でないこと

②他の工事に配置している技術者又は現場代理人でないこと

③他法令により専任が求められているもの（建築士事務所を管理する建築士等）

でないこと

また、落札決定後、何らかの理由により、入札執行通知において示す現場施工に着

手する日までに、配置予定技術者確認申請書に記載した配置予定の技術者を配置でき

なくなった場合、他の技術者を配置できるのであれば、契約を継続します。入札執行

通知において示す現場施工に着手する日までに、他の技術者を配置できない場合は、

契約を解除します。この場合、岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措

置要領に基づき参加資格の停止を行います。


